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【ＦＩ】
   Ｂ４１Ｊ    2/175    １５１　
   Ｂ４１Ｊ    2/175    １１９　
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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月19日(2017.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項９】
　請求項３に記載の供給装置であって、
　前記ホルダ及び前記ホルダに搭載される液体収容器の少なくとも一部を収容する収容部
を更に備え、
　前記供給部は、前記収容部の底部に設けられ、
　前記ホルダは、前記収容部内において前記底部に対して近接及び離間する方向に移動可
能に設けられ、
　前記係合部及び前記当接部は、前記収容部の壁部に設けられている、
ことを特徴とする供給装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　底部５０ａには供給部１３が設けられている。供給部１３は液体収容器９と接続されて
、液体収容器内のインクを液体収容器外へ供給する。本実施形態の場合、供給部１３は底
部５０ａから上方へ突出した供給針であり、液体収容器９に挿抜されることで、液体収容
器９と接続及び接続解除される。二本の供給針の一方は大気連通用であり、他方はインク
供給用である。大気連通用の供給針は不図示の大気連通口を通じて外気と通じており、液
体収容器９の内部のインクが排出された分だけ液体収容器９の内部へ空気を導く。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
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　液体収容器９内のインクは供給部１３を介して供給用チューブ１０に排出され、記録ヘ
ッド３へ供給される。供給部１３を底部５０ａに設け、また、後述するように液体収容器
９の供給部１３との接続部位を下部に設けることで液体収容器９のインクを最後まで使い
切り易くすることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　対向する側部５０ｂの一方には案内部５５が、他方には案内部５６がそれぞれ形成され
ている。案内部５５は、ホルダ３０の移動を案内する溝である。ホルダ３０は案内部５５
に案内されて、収容部内において底部５０ａに対して近接及び離間する方向（ここでは上
下方向）に移動可能である。案内部５５は、リンク４０の移動を案内する溝である。リン
ク４０は案内部５５に案内されてＬ字状に移動可能である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　回動規制ユニット１４によって操作ハンドル２０をリンク４０に対して回動可能とする
操作（把持部２０ａ及び把持部２７ｂの把持）は、装着されている液体収容器９の取り出
し時に行われる。つまりホルダ３０を図２（Ａ）の接続位置から交換位置へ移動する場合
に行われる。操作ハンドル２０の回動によって係合部５１と係合部２０ｃとの係合が解除
されて非係合状態となり、液体収容器９と供給部１３との接続も解除される。このとき、
ユーザは把持部２０ａ及び把持部２７ｂを把持したまま、操作ハンドル２０を持ち替える
ことなく、リフト動作に移ることができ、操作性が向上する。また、操作に伴うユーザの
手首の折れ曲がりが解消され操作性が改善される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　液体収容器９をホルダ３０に搭載すると、図３（Ｂ）に示すようにユーザは操作ハンド
ル２０を把持して、スライダ４０ｃに対する案内部５６の案内にしたがって、操作ハンド
ル２０を移動する。把持部２０ａと把持部２７ｂとを把持することで、回動規制ユニット
１４はリンク４０に対する操作ハンドル２０の回動の規制を解除した状態になるが、回動
規制ユニット１５は回動を規制した状態にある。したがって、操作ハンドル２０がふらふ
らすることを防止し、安定性を向上できる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　本実施形態では、操作ハンドル２０と係合部５１との係合開始に伴って、回動規制ユニ
ット１５がリンク４０に対する操作ハンドル２０の回動の規制を解除するように、係合部
５１、当接部５３、係合部２０ｃ及び解除部２５ｃが配置されている。これにより一連の
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操作を円滑に行える。具体的には以下の通りである。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　図４（Ａ）に示すように、接続部９ａが供給部１３と接触し、供給部１３が接続部９ａ
に挿入される。接続部９ａと供給部１３との接続が完了する位置に至ると、図４（Ｂ）に
示すようにユーザは、把持部２７ｂを解放する。これにより弾性部材２８の付勢で規制部
４０ｂが回動し、回動規制ユニット１４によってリンク４０に対する操作ハンドル２０の
回動が規制される。その後、ユーザは操作ハンドル２０から手を離すことができる。一連
の操作中、手の位置、手首の角度等の操作姿勢をほとんど変えず行うことができ、操作性
を悪化させることはない。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　なお、図６（Ａ）～図７（Ｃ）においては、説明を簡略化するために、回動規制ユニッ
ト１５及び当接部５３の図示を省略し、図８（Ａ）及び図８（Ｂ）に図示している。これ
らの構成は第一実施形態と同様である。図８（Ａ）に示すように規制部材２５の解除部２
５ｃが当接部５３と当接すると、フック部２５ａと規制部４０ａとの係合が解除される。
また、図８（Ｂ）に示すように規制部材２５の解除部２５ｃが当接部５３から離間すると
、弾性部材１５ａの付勢でフック部２５ａと規制部４０ａとが係合する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　ユーザは操作ハンドル２０を把持して、スライダ４０ｃに対する案内部５６の案内にし
たがって、操作ハンドル２０を移動する。把持部２０ａと把持部２７ｂとを把持すること
で、回動規制ユニット１４はリンク４０に対する操作ハンドル２０の回動の規制を解除し
た状態になるが、回動規制ユニット１５は回動を規制した状態にある。したがって、操作
ハンドル２０がふらふらすることを防止し、安定性を向上できる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　ユーザが操作ハンドル２０の把持部２０ａ側を下方へ押圧する。すると、操作ハンドル
２０が回動しつつ係合部２０ｃ’が係合部５１’に下から当接する。係合部２０ｃ’と係
合部５１’とを支点とした、てこの原理により液体収容器９は供給部１３に対して押し下
げられていく。すると接続部９ａと供給部１３との接続が開始される。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　さらに、操作ハンドル２０を押しこむと、液体収容器９が降下して接続部９ａと供給部
１３との接続が完了する。ユーザは、把持部２７ｂを解放する。これにより弾性部材２８
の付勢で規制部４０ｂが回動し、回動規制ユニット１４によってリンク４０に対する操作
ハンドル２０の回動が規制される。その後、ユーザは操作ハンドル２０から手を離すこと
ができる。一連の操作中、手の位置、手首の角度等の操作姿勢をほとんど変えず行うこと
ができ、操作性を悪化させることはない。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　液体収容器９には接続部９ａの反力により、上方向に押し上げる力を受ける。しかし、
規制ユニット１４によってリンク４０に対する操作ハンドル２０の回動が規制されており
、かつ、係合部５１’と係合部２０ｃ’との係合によって操作ハンドル２０が上方向に変
位することが規制されている。したがって、液体収容器９の浮き上がりを抑制し、接続部
９ａと供給部１３との接続を維持できる。その後、図７（Ａ）に示すように供給部１３か
らはインクが排出される。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　続いて図７（Ａ）で矢印Ａで示すように操作ハンドル２０をリンク４０に対して回動さ
せると図７（Ｂ）に示すように係合部２０ｃ’が係合部５１’に上から当接する。係合部
２０ｃ’と係合部５１’とを支点とした、てこの原理により液体収容器９は供給部１３に
対して押し上げられていく。すると接続部９ａと供給部１３との接続の解除が開始される
。
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